
（令和３年６月１日版）

感 染 拡 大 防 止 の た め 、 引 き 続 き 、 ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い し ま す 。

別海町役場　福祉部　福祉課　こども子育て担当

認 定 こ ど も 園 ・ へ き 地 保 育 園 の

新型コロナウ ィルス感染症への対応

保護者の皆様へ

新型コロナウィルス感染症の対応について、園内の感染拡大防止の

ため、あらためて次の点にご協力ください。

感染拡大防止のため、ご家庭で、お子さんの体調管理に引き続きご協力ください。

〇毎日の体温計測
〇熱や呼吸器症状の確認

ご家庭での体調確認にご協力ください！

熱（※）や呼吸器症状がある場合は登園を控え、かかりつけ医へご

相談ください。
（※）解熱後２４時間も同様。

同居のご家族に急な発熱がある場合にも登園は控えていただくようご協力ください。※）

お子さんやご家族の方が

●PCR検査（※）を受ける場合 （受けることが決まった時点でご連絡ください.。）

（※ 抗原検査も含みます。）

●濃厚接触者に特定された場合

●新型コロナウィルス感染症の感染が確認された場合
速やかに保育園へご連絡ください。（保育園をお休みされている場合でもご連絡ください。）

必要な期間、登園を控えていただきます。

こんな時は、保育園に必ずご連絡ください！

お子さんやご家族、職員に新型コロナウィルス感染症の感染が確認された場合や、濃厚接触者となった場合は次のような対応を行います。

登園停止や臨時休園となる場合があります

状 況

お子さん、ご家族

又は職員が新型

コロナウィルス感

染症の感染が確

認された場合
保育園の

臨時休園

濃厚接触者に特定された場合

陽性となったお子

さん、ご家族、

職員

登園しているお子さんまたは同居のご

家族がPCR検査を受ける場合

お休みいただく期間

治癒または保健所での健康観察期間の間

休園、休園期間については保健所の調査を踏まえて個別に判

断します。

検査結果（陰性）が判明するまでの間

なお、同居のご家族が濃厚接触者となった場合、健康観察期間中は、

その方によるお子様の送迎はお控えください。

保健所での健康観察期間の間


